
十勝飛行場の制限空間について
十勝飛行場は、航空法第４０条（昭和５６年１月２２日告示）により、下図の空
間で高さが制限されております。

制限空間内で建物や付帯する設備（アンテナ、ソーラーパネル等）の使用及び
設置、クレーン等を使用する際は、帯広駐屯地業務隊管理科まで問合せください。
℡（０１５５）４８－５１２１ 内線２４２４

○水平表面：標点より半径２，０００ｍ、高さ４５ｍの円柱空間
○進入表面：着陸帯短辺（赤線部）より１／５０勾配（５０ｍ進むと１

ｍ上がる）長さ３，０００ｍ、外末端幅１，２００ｍ
○転移表面：着陸帯長辺（黄線部）より１／７勾配（７ｍ進むと１ｍ上

がる）水平表面（高さ４５ｍ）との交点まで

凡例
ピンク部 ：水平表面
黄色部 ：進入表面
水色部 ：転移表面

滑走路
南の森、稲田方
面

帯広の森方面

標点（滑走路の中心点）

着陸帯（滑走路周囲の芝地部）


